
別紙１ 

随 意 契 約 理 由 書 

神戸市 

件     名 危機管理センター非常用発電設備の機器交換作業 

契 約 業 者 名 四国工販株式会社 

随意契約の理由 地方自治法施行令 第１６７条の２第１項 第２号該当 

随意契約の相手方を選定した理由 

 

危機管理センター９階に、庁舎発電設備（以下、「本設備」という。）が設置されている。停電時は本

設備からの給電により、危機管理センター内の機器が稼働する。本設備から電源供給し稼働するシステ

ム機器は、消防防災情報システムをはじめとした、市民の安心、安全を守るための重要なシステムが接

続されており、確実な保守管理体制が必要である。 

 

本設備は、川崎重工業株式会社が製造し、川崎重工グループ会社でガスタービン製品の販売部門であ

る株式会社カワサキマシンシステムズから、四国工販株式会社に販売され、同社が現地施工し設置した

ものである。株式会社カワサキマシンシステムズは、本設備販売後の保守運用等の業務は、受注した四

国工販株式会社が実施することとしており、四国工販株式会社を保守運用業務指定事業者として委嘱し

ている。この体制により、四国工販株式会社は、本設備における毎年度の定期保守点検や、消耗品の交

換等も請負っており、経年劣化や保守状況を熟知している。 

本契約の施行に必要な機器部品類は、本設備を構成する固有機器であり、川崎重工業株式会社以外に

製造することができず、委嘱した事業者にのみ、受注、販売が行われている。 

 

以上の理由により、庁舎発電設備に関する高度な技術、知識を有する事業者であっても、委嘱を受け

ていない事業者では、実施不可能であることから、四国工販株式会社と随意契約を締結するものである。 

 

担当部署 

（問合せ先） 
消防局総務部施設課    （電話番号 078-325-8503 内線 902-243） 

 


